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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和2年12月10日(2020.12.10)

【公開番号】特開2019-78847(P2019-78847A)
【公開日】令和1年5月23日(2019.5.23)
【年通号数】公開・登録公報2019-019
【出願番号】特願2017-204545(P2017-204545)
【国際特許分類】
   Ｇ０９Ｆ   9/30     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/32     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/22     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/12     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/10     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/06     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０９Ｆ    9/30     ３１７　
   Ｇ０９Ｆ    9/30     ３６５　
   Ｈ０１Ｌ   27/32     　　　　
   Ｈ０５Ｂ   33/22     　　　Ｚ
   Ｈ０５Ｂ   33/12     　　　Ｂ
   Ｈ０５Ｂ   33/10     　　　　
   Ｈ０５Ｂ   33/06     　　　　
   Ｈ０５Ｂ   33/14     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和2年10月21日(2020.10.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可撓性を有する基板上に、複数の画素がマトリクス状に設けられた表示領域を有する表
示装置であって、
　前記基板は、
　第１樹脂層と、
　前記第１樹脂層上に設けられた第１無機絶縁層と、
　前記第１無機絶縁層上に設けられた第２樹脂層と、を有し、
　前記第２樹脂層の膜厚は、前記第１樹脂層の膜厚よりも大きいことを特徴とする、表示
装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記第１樹脂層の膜厚は、前記第２樹脂層の膜厚の７０％以下であることを特徴とする
、表示装置。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記第１樹脂層と前記第１無機絶縁層との間、又は前記第１無機絶縁層と前記第２樹脂
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層との間に、第２無機絶縁層をさらに含むことを特徴とする、表示装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一において、
　前記第１無機絶縁層は、シリコン窒化物を含むことを特徴とする、表示装置。
【請求項５】
　請求項３において、
　前記第２無機絶縁層は、シリコン酸化物、又はアモルファスシリコンを含むことを特徴
とする、表示装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一において、
　薄膜トランジスタと、
　前記薄膜トランジスタを覆う第３樹脂層、又は第３無機絶縁層と、
　前記第３樹脂層、又は前記第３無機絶縁層上に設けられ、前記薄膜トランジスタと電気
的に接続された画素電極と、
　前記画素電極の端部を覆うと共に、前記画素電極の上面の一部を露出するバンクと、
　前記露出された画素電極の上面の一部を覆う有機層と、
　前記有機層及び前記バンクを覆う対向電極と、
　前記対向電極を覆う、第４無機絶縁層を含む封止層と、をさらに有することを特徴とす
る、表示装置。
【請求項７】
　請求項１、２、４のいずれか一において、
　前記基板上に、前記表示領域に隣接する端子と、
　前記表示領域と前記端子との間に設けられた折曲領域と、をさらに有し、
　前記折曲領域と平面的に重畳するとともに、前記第１無機絶縁層が形成されていない領
域が設けられたことを特徴とする、表示装置。
【請求項８】
　請求項３又は５において、
　前記基板上に、前記表示領域に隣接する端子と、
　前記表示領域と前記端子との間に設けられた折曲領域と、をさらに有し、
　前記折曲領域と平面的に重畳するとともに、前記第１無機絶縁層及び前記第２無機絶縁
層が形成されていない領域が設けられたことを特徴とする、表示装置。
【請求項９】
　請求項６において、
　前記基板上に、前記表示領域に隣接する端子と、
　前記表示領域と前記端子との間に設けられた折曲領域と、をさらに有し、
　前記折曲領域と平面的に重畳するとともに、前記第３無機絶縁層又は前記第４無機絶縁
層が形成されていない領域が設けられたことを特徴とする、表示装置。
【請求項１０】
　請求項１において、
　前記第１樹脂層の膜厚は、前記第２樹脂層の膜厚の４０％乃至６０％であることを特徴
とする、表示装置。
【請求項１１】
　請求項１において、
　前記第１樹脂層は、前記第２樹脂層よりも高い温度で焼成された樹脂層であることを特
徴とする、表示装置。
【請求項１２】
　支持基板上に、第１樹脂層と、前記第１樹脂層上に設けられた第１無機絶縁層と、前記
第１無機絶縁層上に設けられた第２樹脂層と、を有する基板を形成する工程と、
　前記基板上に、薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタを覆う第３樹脂層、又は第
３無機絶縁層と、前記第３樹脂層、又は前記第３無機絶縁層上に設けられ、前記薄膜トラ
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ンジスタと電気的に接続された画素電極と、前記画素電極の端部を覆うと共に、前記画素
電極の上面の一部を露出するバンクと、前記露出された画素電極の上面の一部を覆う有機
層と、前記有機層及び前記バンクを覆う対向電極と、を有する機能層を形成する工程と、
　前記対向電極を覆う、第４無機絶縁層を含む封止層を形成する工程と、
　前記基板から、前記支持基板を剥離する工程と、を有し、
　前記第２樹脂層は、前記第１樹脂層よりも厚い膜厚で形成されることを特徴とする、表
示装置の製造方法。
【請求項１３】
　請求項１２において、
　前記第１樹脂層の膜厚は、前記第２樹脂層の膜厚の７０％以下であることを特徴とする
、表示装置の製造方法。
【請求項１４】
　請求項１２又は１３において、
　前記第１樹脂層を形成した後、前記第１無機絶縁層を形成するまでの間に、第１熱処理
を行う工程を含み、
　前記第２樹脂層を形成した後、第２熱処理を行う工程を含み、
　前記第２熱処理時の最高温度は、前記第１熱処理時の最高温度よりも低いことを特徴と
する、表示装置の製造方法。
【請求項１５】
　請求項１２乃至１４のいずれか一において、
　前記第１樹脂層と前記第１無機絶縁層との間、又は前記第１無機絶縁層と前記第２樹脂
層との間に、第２無機絶縁層を形成する工程をさらに含むことを特徴とする、表示装置の
製造方法。
【請求項１６】
　請求項１２乃至１４のいずれか一において、
　前記第１無機絶縁層は、シリコン窒化物を含むことを特徴とする、表示装置の製造方法
。
【請求項１７】
　請求項１５において、
　前記第２無機絶縁層は、シリコン酸化物、又はアモルファスシリコンを含むことを特徴
とする、表示装置の製造方法。
【請求項１８】
　請求項１２乃至１６のいずれか一において、
　前記基板上に複数の画素が設けられた表示領域と、
　前記表示領域に隣接する端子と、
　前記表示領域と前記端子との間に設けられた折曲領域と、を有し、
　前記折曲領域に重畳する領域において、前記第２樹脂層、及び前記第１無機絶縁層を除
去する工程をさらに含むことを特徴とする、表示装置の製造方法。
【請求項１９】
　請求項１７において、
　前記基板上に複数の画素が設けられた表示領域と、
　前記表示領域に隣接する端子と、
　前記表示領域と前記端子との間に設けられた折曲領域と、を有し、
　前記折曲領域に重畳する領域において、前記第２樹脂層、前記第１無機絶縁層、及び前
記第２無機絶縁層を除去する工程をさらに含むことを特徴とする、表示装置の製造方法。
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